
障がいのある学生本人の意思を尊重しながら、本人と大学が互いの現
状を共有・認識し、双方でより適切な合理的配慮の内容を決定するた
めの話合いのことです。

学生、教員の双方での調整が難しい場合は学生所属学部教務係（米子キャンパスは学生
係）または学生サポートオフィス（旧学生支援センター）を交えて、話し合いを行います。
学生からの申し出、授業の本質、合理的配慮内容に照らして、状況確認をしながら、対応
を行います。

①授業の本質および到達目標を変更せずや評価基準を保つ
②他の学生と同様に授業の受講や評価を受ける同等な機会を提供する
③教育・事務・財政等において過重な負担をかけるものではない

修学場面における「合理的配慮」とは、本人のニーズに基づき、教育
の本質を変えず、過度な負担のない範囲で、障がいのある学生が他の
学生と同じように学ぶことができる機会を確保するために行う変更や
調整のことです。建設的対話を通して配慮内容を決めます。
※単位取得を保障するためのものではありません。

・お互いを敬う（リスペクト）
・相手の話を最後まで聞く（アクティブリスニング・傾聴）
・到達目標を共有する
・対話をあきらめない

修学上における合理的配慮の調整について

合理的配慮

修学上における合理的配慮調整の流れ

建設的対話

合理的配慮の調整基準

建設的対話のポイント

建設的対話の具体例

確認面談が実施で
きない場合は合理
的配慮の調整がで
きません。

合理的配慮の調整の基準に基づい
て、当該学生・学部教務係、学部
教員・学生サポートオフィス（旧
学生支援センター）で合理的配慮
内容について話し合います。
（建設的対話）

必要に応じて授業
担当者等と調整を
行います。
（建設的対話）
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学生サポートオフィス（旧学生支援センター）
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合理的配慮の申請で「課題の提出期限の延長」をお願いしているのですが、
期末レポートの締め切りをもう少し延ばしていただくことは可能でしょうか？

試験の時期のプレッシャーと疲れのため、申請している症状が不安定な状態に
なってしまって、示されている期限での提出が難しそうです。

そうですか。無理せず取り組んでくださいね。では、評価等次の段階もあるので、
提出期限を２日だけ延長し待ちたいと思います。

「試験の時間延長」の件ですが、Aさんが困っているのは、通知文に書いてある症状
によって、筆記に時間がかかることですよね。

そうです。どうしても、書字障害のため、時間がかかってしまって、
また周りの様子でさらに焦ってしまいます。

そうですか。板書も多い授業ですが、授業ポイントは抑えられていますか？

板書の撮影の許可を得ているので、授業自体には、なんとかついていけています。
ただ、試験に関しては心配です…

その件ですが、試験方法を改めて考えた結果、パソコン回答を一律に可としたいと
思います。そのため、試験の時間延長はしなくてもよいですか？

体調面の心配は、合理的配慮通知文で確認していますが、体調が優れないでしょうか？
今回の期末レポートの期限は、合理的配慮が認められる学生がいることを考慮し、
あらかじめ、長めの設定にしています（提示から１か月程度）。

取り組んでみたいと思います。ありがとうございました。

パソコン回答が可能なら、同じ時間設定で、取り組めると思います。
ご配慮ありがとうございます。

学生

教職員

学生が通知内容
を確認・同意後
通知を行います。
※通知内容変更
時も同様。
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